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電話番号

・ 新港（Ａ・Ｂ・Ｃ）　・ 前浜（Ａ・Ｂ）　・ 霊南　・ 船津新地

・ 津町　・ 湊新地（Ａ・Ｂ）　・ 中組　・ 川尻（Ａ・Ｂ・Ｃ）

・ 南下川尻　・ 新湊（Ａ・Ｂ）　・ 秩父が浦（Ａ・Ｂ）

　　　（注）１　船舶の長さは、日本小型船舶検査機構が交付する船舶検査証書に記載されている

使　用　期　間

添　付　書　類

備　　　　　考

　島原市長　古川　隆三郎　様

　　　　　　　　船舶の長さを記入すること。

　　　至　　　令和　　　年　　　月　　　日

港　　湾　　名

係  留  地  区  名

施　設　番　号

船　　　　　名

登　録　番　号　等

船 主 又 は 使 用 者

船　舶　の　長　さ

総　ト　ン　数

　　　自　　　令和　　　年　　　月　　　日

令和　　　年　　　月　　　日

港湾施設（泊地）使用許可申請書

   住　所 

   名　前

　　島　　原　　港

【　漁船　・　プレジャーボート　】

 　　を添付すること。

【漁船の場合】

 ２．誓約書、位置図等の関係図書を添付すること。

 １．登録証の写しを添付すること。

【プレジャーボートの場合】

 １．日本小型船舶検査機構が交付する船舶検査証書の写しを添付すること。

 ２．誓約書、当該船舶に係る損害賠償保険証書の写し、位置図等の関係図書

㊞


